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通所系サービス利用時の１日あたりの減算額

介護度1 介護度1
介護度2 介護度2
介護度3 介護度3
介護度4 介護度4
介護度5 介護度5

対象者

全員

訪問看護あり

訪問看護あり

全員

５，６８０円 　８，２８７円

１０，１３８円 １２，９４６円

１６，８３３円 １９，７６２円

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
あじさいケアセンター　　御利用料金表

1、基本料金
訪問看護を利用しない場合 訪問看護を利用する場合

ご利用負担額（1割負担分） ご利用負担額（１割負担分）

看護利用あり

２１，２９３円 ２４，３６１円

２５，７５２円 ２９，５１２円

2、他サービス併用利用時の減額料金
短期入所利用時の1日当たりの利用額

看護利用なし 看護利用あり 看護利用なし
　６２円 　９１円 １８７円 ２７３円
１１１円 １４１円 ３３３円 ４２６円
１８４円 ２１６円 ５５４円 ６５０円
２３３円 ２６６円 ７００円 ８０１円
２８１円 ３２２円 ８４７円 ９７１円

通所系サービス併用利用例 短期入所系サービス併用利用例

◇要介護３の介護・看護利用者 ◇要介護３の介護・看護利用者
　月８回通所介護を利用 　月７泊８日短期入所生活介護を利用
　19,762円－（216円×8回）＝18,034円 　648円×(30日－7日（注1））＝14,904円
　（利用者負担全体としては、これに通所介護費が追加） （注1）退所日は含まれません。

（利用者負担全体としては、これに短期入所費が追加）

3、加算料金
加算名等 料金 備考（算定要件等）

初期加算 ３０円／日 利用開始日以降３０日間に限り加算されます。

総合マネジメント体制強化加算 １，０００／月 全員

以下の２つの要件をいずれも満たしている場合加算されます。

①  利用者の心身状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随
時、関 係者が共同し定期巡回随時対応型訪問介護看護計画の見直しを

行っている.

②   地域の医療機関、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、指定
定期巡回・随時応型訪問介護看護が提供できるサービス内容に関する情
報提供を行っている。

緊急時訪問看護加算 ２９０円／月
  訪問看護を行う場合に限り、計画外の時間に必要に応じて緊急訪問した
際に加算されます。

特別管理加算 ５００円／月 訪問看護を行う場合に限り、特別な管理が必要な場合に加算されます。

※上記の費用は、自己負担割合が1割の場合です。平成27年8月1日より、一定の所得がある第一号被保険者は、自己負担

　 割合が２割または３割になります。

ターミナルケア加算 ２，０００円
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合、死
亡月に算定します。

サービス提供体制強化加算 ６４０円／月

以下の４つの要件をすべて満たしている場合に加算されます。
①職員の処遇向上を目的とした研修計画を作成し、実施をしている。
②職員の技術指導を目的とした会議を定期的に開催している。
③職員全員を対象とした健康診断等を定期的に実施している。
④職員総数のうち、介護福祉士の割合が40／100以上又は介護福祉士、
実務　　者研修終了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合
が60／100以上である。

※上記加算の他に介護職員処遇改善加算Ⅰ（負担額×1.37%）と介護職員特定処遇改善加算Ⅰ(負担額×0.63%)が加算されます。


